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        公布された条例のあらまし         

 

◇鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例及び鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

覚せい剤取締法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例及び鳥取県手数料徴収条例の規定中引用する覚せい
、、

剤取締法の題

名等を改める。 

(２) 施行期日は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する

法律の施行の日とする。 
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条 例 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例及び鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年１月24日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第３号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例及び鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

（鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（定義） 

第２条 この条例において「薬物」とは、次に掲げ

る物をいう。 

(１) 略 

(２) 覚醒剤取締法（昭和26年法律第252号）第２

条第１項に規定する覚醒剤及び同条第５項に規

定する覚醒剤原料 

(３)～(７) 略 

 

（定義） 

第２条 この条例において「薬物」とは、次に掲げ

る物をいう。 

(１) 略 

(２) 覚せい
、、

剤取締法（昭和26年法律第252号）第

２条第１項に規定する覚せい剤及び同条第５項

に規定する覚せい剤原料 

(３)～(７) 略 

  

（鳥取県手数料徴収条例の一部改正） 

第２条 鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（手数料の徴収） 

第２条 次の各号に掲げる事務については、申請そ

の他の行為により当該事務をすることを求める者

から、当該各号の事務に応じて別に定める期限ま

でに、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 

(１)～(36) 略 

(37) 覚醒剤取締法（昭和26年法律第252号）第３

条第１項の規定に基づく覚醒剤施用機関又は覚

醒剤研究者の指定 １件につき3,900円 

(38) 覚醒剤取締法第４条第１項（同法第30条の

５において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒

剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定

の申請の経由事務 １件につき17,600円 

 

(39) 覚醒剤取締法第11条第１項（同法第30条の

５において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く覚醒剤施用機関等の指定証の再交付に関する

 

（手数料の徴収） 

第２条 次の各号に掲げる事務については、申請そ

の他の行為により当該事務をすることを求める者

から、当該各号の事務に応じて別に定める期限ま

でに、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 

(１)～(36) 略 

(37) 覚せい
、、

剤取締法（昭和26年法律第252号）第

３条第１項の規定に基づく覚せい剤施用機関又

は覚せい剤研究者の指定 １件につき3,900円 

(38) 覚せい
、、

剤取締法第４条第１項（同法第30条

の５において準用する場合を含む。）の規定に基

づく覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業

者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製

造業者の指定の申請の経由事務 １件につき

17,600円 

(39) 覚せい
、、

剤取締法第11条第１項（同法第30条

の５において準用する場合を含む。）の規定に基

づく覚せい剤施用機関等の指定証の再交付に関
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事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

ア 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原

料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再

交付 １件につき2,700円 

イ 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚

醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の

指定証の再交付の申請の経由事務 １件につ

き2,900円 

(40) 覚醒剤取締法第30条の２の規定に基づく覚

醒剤原料取扱者等の指定 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める額 

ア 覚醒剤原料取扱者 １件につき11,500円 

イ 覚醒剤原料研究者 １件につき3,900円 

(41)～(328) 略 

２ 略 

する事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア 覚せい剤施用機関、覚せい剤研究者、覚せ

い剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指

定証の再交付 １件につき2,700円 

イ 覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業

者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料

製造業者の指定証の再交付の申請の経由事務

 １件につき2,900円 

(40) 覚せい
、、

剤取締法第30条の２の規定に基づく

覚せい剤原料取扱者等の指定 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額 

ア 覚せい剤原料取扱者 １件につき11,500円 

イ 覚せい剤原料研究者 １件につき3,900円 

(41)～(328) 略 

２ 略 

  

附 則 

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第63号）の施行の日から施行する。 
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